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医療施設の整備が喫緊の課題であり、その
なかで「自分たちの診療所をつくろう」と
いう群民の熱い思いや全日本民主医療機関
連合会の支援や協力のもと設立されたとい
う歴史をもつ。創立から 70 年、奄美医療
生協はこれまで地域の医療や介護、組合員
同士のつながりづくりにおいて重要な役割
を担ってきた。（奄美医療生協の理念や歴
史等については、青木（2013）に詳しく
紹介されているので、そちらも参照され
たい。）
　そうした長い歴史をもつ奄美医療生協の
事業は奄美市（旧名瀬市）から広がり、現
在では北大島地区（喜界島及び奄美市を含
めた奄美大島北部エリア）、南大島地区（加
計呂麻島や請島、与路島を含めた奄美大島
南部エリア）、徳之島以南地区（徳之島及
び沖永良部島、与論島）の 3 つのエリアか
ら構成され、それぞれの地区に病院または
診療所、そして訪問看護や介護施設が設立
されている（表 1）。
　それらは地域の人々が安心して暮らして
いくためには欠くことのできない存在と
なっている。具体的には、同じ島内であっ
ても奄美市から自動車で 1 時間以上かかる
地区や、そこからさらに船での移動が必要
な加計呂麻島や請島、与路島のある瀬戸内
町の組合員組織率は 44.6％であり、住民の
約半数が組合員となっている。その一方、
奄美大島や徳之島からも遠く、診療所や介
護施設等がない喜界島や沖永良部島、与論
島については組合員は極端に少なくなる。
このことからも奄美医療生協が地域の人々
の健康を守り、安心した暮らしを送る上で
なくてはならない存在として根付いている
ことがわかる。

奄美医療生協で働く人々

　70 年にわたり奄美の医療や介護を支え
てきた奄美医療生協ではどのような人々が
働いているのだろうか。
　奄美医療生協で働く人々の特徴として、
医師を除いた看護師や介護職員、事務職員
などのスタッフの 90％以上が奄美群島出
身という点が挙げられる。言い換えれば、

“今”の奄美医療生協を支えるスタッフの
大半が島で育ったバックグラウンドを持
ち、なかには幼少期に奄美医療生協にお世
話になったという経験を持つ人もいる。そ
して、一度島を出て、医療や介護を学んだ
後にまた島に戻り、今度は看護師や介護士、

（写真 1・2）奄美中央病院の入口に設置された石碑。
奄美医療生協のスローガン「地理的な離島はあって
も人の生命に離島はあってはならない」（上）と、
2023 年に新たに設置された「戦争の放棄」の石碑。
憲法 9 条が記されている（下）。
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職員として奄美医療生協を支えている。
　時代とともに島の医療や介護を巡る環境
は変化しているが、島の人々がお金を出し
合い、自分たちの診療所をつくったという
奄美医療生協の歴史は現代にも脈々と受け
継がれているように思われる。
　ただその一方で、他業界と同様に奄美医
療生協も昨今の人手不足の問題からは逃れ
られず、看護師や介護職員の人手不足の問
題が深刻化しつつある。それに対し、奄美
医療生協でも医療職向けの民間人材派遣会
社が運営する「応援ナース」を通じて採用
を増やしているが、その手数料が高いとい
う問題も同時に抱えている。

2013 年『くらしと協同』
取材時からの変化

（1）地域の小規模診療所の閉院
　2013 年に『くらしと協同』の取材をさ
せていただいてから 10 年ほど経て、奄美
医療生協はその間にいかなる変化を経験
し、それに対して、どのような取り組みを
進めてきたのだろうか。
　一つ目の大きな変化として、ここ数年、
医師の高齢化などを原因として、かかりつ
け医として地域医療を担ってきた小規模な
診療所の閉院が続いていることが挙げられ
る。例えば、奄美市の古見方地区では、直
近の 1 年間に、個人医院や耳鼻科など 4 つ
の医院が閉院している。なかでも、小児科
の減少の影響が大きく、地域で安心して子
育てを続けられるのかという危惧も出始め
ている。そうした現状に対し、奄美医療生
協をはじめとした他の中小病院や診療所が
その受け皿となり対応している。
　こうした事態の進行にともない、市街地
から離れた地域の医療・介護拠点として奄

美医療生協が運営する南大島地区や徳之島
地区の診療所や介護施設は、今後益々、そ
の地域の人々の暮らしにとって重要な存在
となっていくと考えられる。

（2）奄美中央病院のリハビリ医療拡充と
　　病院間の連携強化
　二つ目の大きな変化は、奄美中央病院が
リハビリ医療の拡充を図り、回復期や慢
性期の患者の受入れを強化してきたこと
である。
　以前は、奄美中央病院では、①超急性期

（発症、受傷、術後直後の状態）、②急性期
（病気発症間もない時期）、③回復期（病状
安定後、身体機能の回復を図る時期）、④
慢性期（病状安定も長期的な治療が必要な
状態）に至るすべての患者対応を行ってい
た。しかし、鹿児島県立大島病院を始め、
奄美市内の他の病院との連携が進められる
なか、奄美中央病院では、②急性期、③回
復期、④慢性期の患者を中心とした受入れ
へとシフトしてきた。
　これは、班会活動などを通じて医師や看
護師、理学・作業療法士と患者（組合員）
との間に顔の見える関係が築かれ、患者に
寄り添った医療や介護を提供してきた奄美
医療生協の強みを生かした変化と捉えるこ
とができる。
　実際に、奄美中央病院では 10 年ほど前
からリハビリ医療の主な担い手である理学
療法士や作業療法士、言語聴覚士の拡充を
図り、現在では 30 名ほどが在籍している。
リハビリ医療の拠点としては大島郡医師会
病院と並び島内でトップレベルである。
　こうした変化が生じた背景には、厚生労
働省が提起する「地域医療構想」と、地域
の実情に合わせた具体策について検討を行
う地域医療構想調整会議の存在がある。奄
美市では市内の主な医療機関や医師会、自
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治体や保健所の担当者が集まり、定期的に
会議を開き、市内の 4 つの病院（奄美中央
病院、鹿児島県立大島病院、大島郡医師会
病院、名瀬徳洲会病院）間の連携や協力方
法の具体的なあり方などについて議論して
いる。これが契機となり、各病院の特徴や
強みを生かす連携や機能面での分担が実現
し始めている。
　2016 年に県立大島病院にドクターヘリ
が 1 機体制で運用されるようになり、県立
大島病院は、それまで以上に救急患者や高
度医療を必要とする患者の受入れを強化す
る方向へシフトしている。そしてそれに対
応して奄美中央病院ではリハビリ医療の強
化が図られてきた。
　例えば、県立大島病院に入院している患
者が超急性期や急性期から回復期に移行す
るのに合わせて奄美中央病院に転院しリハ
ビリに専念することや、逆に、奄美中央病
院の入院患者の容体が悪化した場合に県立
大島病院に転院するなど、両病院間の連携
強化が図られている。
　医療を取り巻く環境が大きく変化するな
か、地域住民の医療や介護に対するニーズ
に対し、奄美医療生協もまた他の医療機関
との連携や協力を模索しながら、それに応
えるかたちで進化している。

コロナ禍に直面した困難と
その克服

（1）奄美中央病院でのクラスター発生
　2020 年から続いた新型コロナウィルス
感染症の最前線で対応にあたり続けてい
た奄美医療生協は、デルタ株が流行した
2021 年の夏、職員と患者をあわせて 77 名
の陽性者を出す院内クラスターという深刻
な困難に直面した。

　この時期は、日本全国で一気に感染者数
が増加し、各地の医療機関は大変な状況に
あった。奄美大島も例外ではなく、この時
期は県立大島病院が満床となり中等症以上
のコロナ感染患者の受入れができず、ホテ
ル療養のためのホテルも満室という深刻な
事態にあった。
　しかし、この極限の状態にあっても、奄
美医療生協では医療機関としての機能を止
めず、南大島診療所や徳之島診療所での診
療も継続した。現在、南大島診療所は、常
勤と非常勤の医師 2 名と看護師 8 名の体制
で運営されているが、奄美中央病院でクラ
スターが発生した時は循環器医師が特診で
南大島診療所に行くことができず、オン
ライン診療対応をしていた（写真 3 ～ 5）。
患者は南大島診療所に来院し、医師は奄美
中央病院から zoom を使って診察を行って
いた。
　なぜこうした事態に直面しながらも診療
を継続できたかといえば、名瀬保健所や県
立大島病院、民医連、鹿児島医療生協等か
らのサポートやアドバイス、指導があった
ことが挙げられる。特に、鹿児島医療生協
からは感染症の専門医からのアドバイスや
看護師の派遣をしてもらうこともあり、こ
うした自治体や医療機関同士の助け合いに
よってクラスターという危機を乗り越える
ことができた。
　残念ながら、混乱した状況が落ち着いた
後に、この時期の疲弊により複数の看護師
の退職があったという。当時の現場は、私
たちが想像できないほど過酷な状況のな
か、医療関係者の方々は患者の命を守るた
めに奮闘されていたのだと推察する。
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（2）復活し始めた組合員交流の場
　コロナ禍において人間関係や交流が大幅
に制限されたことにより人としゃべる機会
がなくなり、鬱が原因で入院する女性や誤
嚥性肺炎によって入院する高齢者が増加傾
向にあったという。言い換えれば、誰かと
会って話す、という行為が人間的な生活を
送る上で極めて重要なパートとなっている
ことの証左であろう。
　奄美医療生協は、組合員が心身ともに健
康であり充実した暮らしを実現するため
に、これまでに組合員どうしのつながりや
助け合いができる関係づくりにつながる班
会活動などに力を入れていた。しかし、コ
ロナ禍ではそうした交流の場はなくなり、
企画もすべてストップしてしまった。
　そうした状況は、2023 年に新型コロナ
ウィルス感染症が 5 類に移行したこともあ
り、最近ようやく改善され始め、助け合い
の会（有料ボランティア）や班会活動など、
組合員同士のつながりの場や交流の機会が
増えている。
　完全にコロナ前と同じというわけではな
いが、2023 年の助け合いの会の利用は 79
件あった。その内容の多くは、ゴミ出しや
犬の散歩、草取りなどであり、日々の暮ら
しの中で生じるちょっとした困りごとへの
対応である。また、地域の人々が集まって
おしゃべりするたまり場としても機能して
いた班会活動についても 2023 年 6 月から
少しずつ活動が再開している。
　現在、奄美医療生協の班は、北大島地区
に 101 班、南大島地区に 33 班、徳之島地
区に 42 班、合計 176 班が設立され、1,247
名の組合員の活動基盤となっている。2013
年時点では、125 班、1,045 名であったこ
とから班会活動も拡大している様子が伺
える。
　班会活動では、医療生協独自の活動とし

（写真 5）老健せとうちのデイサービスの様子。近隣
に介護施設は少ないため、地域の人々にとって重要
な施設。

（写真 4）通常時の南大島診療所の様子。医師である
福﨑理事長は奄美中央病院と行き来しながら南大島
診療所で診察を行っている。

（写真 3）南大島診療所は介護老人保健施設せとうち
に併設されており、医療と介護がシームレスにつな
がっている。
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て、組合員の健康維持のために医療スタッ
フや職員が出向き、健康チェックやリハビ
リ体操を実施したり、単身者への食事を提
供したりしている。それ以外にも、笑いヨ
ガやフレイル・オーラルフレイル、パック
クッキングなど健康づくりのための教室を
開催し、組合員同士が交流しながら健康づ
くりを行う活動が再開されている。
　また、市民との交流の場として開催され
てきた「生協まつり」も 2023 年から再開
された。2023 年は組合員のみの参加とい
う小規模開催にとどまったが、2024 年は
奄美医療生協創立 70 周年を記念した生協
まつりとして、地域の市民も参加する大規
模なものとなり、以前の活気を取り戻した
生協まつりとなった（写真 6・7）。こうし
た組合員に限らず地域住民との密なかかわ
りも地域に根差した事業を展開する奄美医
療生協の特徴の一つであろう。

創立 70 周年記念して開催された生協まつり 2024。

（ 写 真 6・7） コ ロ ナ 後 に 復 活 し た「 生 協 ま つ り
2024」の様子。会場では健康や栄養に関する相談や、
生活困窮者向けの無料低額診療に関する相談コーナ
が設けられている（上）。また、実際の介護のイメー
ジをもってもらうため、介護体験コーナーも設けら
れた。（下）。
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おわりに

　2013 年の取材において、当時の樫田祐
一理事長は、「一人暮らしの高齢者が増加
し、病棟での医療だけでなく退院後のケア
も必要な状況へと移り変わっている・・・
奄美群島でも既存の地縁社会が崩壊しか
かっており、1 人暮らしの高齢者が助け合
うためには地域での新たなつながりの構築
が必要になってきた（青木 2013）」と述べ
られていた。
　それを踏まえ、この 10 年ほどの奄美医
療生協の事業活動を振り返ると、他の地域
に比べ高齢化率が高い奄美の実情に合わ
せ、奄美医療生協も進化してきたと言える
のではないだろうか。
　具体的には、県立大島病院との連携や機
能面での役割分担が進み、奄美医療生協が
強みとする、患者や利用者との顔の見える
関係を基礎とした患者や利用者に寄り添っ
たリハビリ医療や介護事業へと事業の力点
をシフトさせてきた。またコロナ禍を経
て、改めて人と人とのつながりや、おしゃ
べりを通じた交流の場の重要性が再確認さ
れ、中止されていた班会活動や生協まつり
も 2023 年から徐々に再開している。
　地域医療や介護、そして人とのつながり
づくりにおいて重要な役割を果たしている
奄美医療生協であるが、今後に向けた課題
もある。その一つが経営状況の改善である。
2030 年頃から組合員や利用者の減少が大
きくなると予測しており、持続可能な事業
を実現するためにも安定した経営基盤の確
立が課題となっている。
　ただ、訪問介護事業も重視する奄美医療
生協にとって、2024 年度の介護報酬の改
定により、訪問介護の基本報酬が引き下げ
られたことは経営上大きな痛手となってい
る。実際に 2024 年の介護事業者の倒産件

数が増加しているとの報道もあり、訪問介
護事業の困難さが浮き彫りになっている。
　医療や介護分野はこうした制度への依存
が大きく、事業者単体ではどうすることも
できない面もある。したがって、奄美にお
いて住民に寄り添った地域医療や介護を持
続的に展開していくためには、奄美医療生
協の事業を単体で捉えるだけでは不十分で
あり、離島や過疎地の現状をこれまで以上
に反映させられるような介護報酬のあり方
も検討しなければならないであろう。
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